
一般廃棄物収集運搬業等に係る許可更新申請要領


１　提出期間		令和８年１月２８日（水）から令和８年１月３０日（金）まで
午前９時から午後４時３０分まで
（午後０から午後１時までの間は除く。）

[bookmark: _GoBack]２　提出先		三木市市民生活部環境政策課（三木市役所２階）に持参して下さい。
			※事前に連絡頂けるとスムーズに受付できます。

３　提出部数		２部（市への提出用正本１部と、事業者様の控え用副本１部）
			※Ａ４版フラットファイルにチェクリストを一番上にして、チェッ
クリストの番号順に綴じて提出してください。

４　申請書類		別紙、チェックリストのとおり
・チェックリスト１… 一般廃棄物収集運搬業
・チェックリスト２… 浄化槽清掃業
・チェックリスト３… 一般廃棄物処分業（食品循環資源の再生利
　　　 用等の促進に関する法律第２条第２項に規
定する食品廃棄物等に限る）

５　手数料		１０，０００円（申請書類提出時にお支払い願います。）

６　留意事項		(1)　申請書及び手数料につきましては、許可毎に必要になります。
(2)　浄化槽清掃業の許可申請をする場合で、一般廃棄物収集運搬
業の許可申請も同時に行う場合は、書類の内、一部コピーでも可
能なものがあります。詳しくは、チェックリスト２を参照してく
ださい。
(3)ご不明な点等については、下記までお問い合せください。


照会先　　〒673-0492　三木市上の丸町１０番３０号
　　三木市役所　市民生活部　環境政策課　生活環境係　
担当　小林・猪口
電話　０７９４－８２－２０００（内線２３７８）
